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     地上広告物の今後のあり方について 

 

 

１.本市の景観施策 

・神戸市では、全国に先駆けて昭和 53年 10 月に「神戸市都市景観条例」を制定し様々な景観施策

を推進、昨年 12 月には、都市景観条例を全面改正するなど社会潮流の変化をとらえながら景観

施策に取り組んでいる。 

・都市景観は、自然をはじめ建物や道路、街路樹など様々な要素によって構成され、屋外広告物も、

こうした都市景観を構成する重要な要素の一つとなっている。 

・昭和 31 年に制定された神戸市屋外広告物条例も、屋外広告物法及び他の法令の改正、時代の潮

流に合わせて関連事項の整理を行っている。 

 

 

２.本市の状況 

・現在、本市では、都市ブランドの向上と人口誘因につなげるプロジェクトとして「リノベーショ

ン・神戸」に取り組んでおり、その一つとして、地域の佇まいや雰囲気を印象付ける「顔」とな

る重要な空間である主要鉄道駅の駅前空間の再整備を行っている。 

・一方、車を利用する訪問者にとっては、高速道路のインターチェンジ周辺は、市の玄関口として

最初に目に触れる場所であり、神戸のイメージや魅力の向上に影響を及ぼす重要な空間である。 

・しかしながら、緑豊かな郊外部の一部では、周辺の自然環境に対して大きく派手な色彩の看板が

目立つとともに看板の乱立が散見されるという市民からの声も寄せられている。 【別紙１】 
 
 
 

３．現在の地上広告物（野立て看板）の許可基準 
 

屋外広告物条例施行規則で定める基準 景観条例(景観計画)で定める基準 

高さ 表示面積 色彩・配置 

住居系地域 商工系地域 住居系地域 商工系地域 すべての広告物 

10ｍ以下 15ｍ以下 10 ㎡以下 30 ㎡以下 ・できるだけ集約し、必要最小限の

大きさ、個数とする。 

・形状や色彩等の意匠に配慮し、秩

序ある景観形成を図る。 

 

４.他都市の状況 

（１）他の政令指定都市 【別紙２】 

（２）兵庫県・近隣市  【別紙３】 
 
 
 

資料１ 
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５．他都市事例紹介 

○兵庫県 

宍粟市山崎町インターチェンジ周辺地区広告景観モデル地区（平成10年4月1日指定） 【別紙４】 

広域幹線と地域間幹線の結節点であり、宍粟市の顔となる山崎インターチェンジ周辺地区を

広告景観モデル地区に指定し宍粟市の玄関口としてふさわしい良好な広告景観形成を推進。 
 

［基本方針］ 

宍粟市山崎町インターチェンジ周辺地区は、中国自動車道山崎インターチェンジから、宍粟市各

方面へ通じる幹線道路の沿道地区であり、周辺には播磨科学公園都市、播磨空港、しそう森林王国

拠点エリア、中国横断自動車道（仮称）山崎ジャンクション等が計画されており、しそう森林王国

の玄関口、また、宍粟市の顔となる場所である。 

また、本地区は城下町としての形態を今にとどめつつ、背景の豊かな自然の緑や水の景観の広が

りのなか、都市の核にふさわしい良好な市街地環境の創造と、広域幹線と地域間幹線の結節点とな

る流通拠点としての形成が期待されている。 

これら地域の振興、自然と歴史の調和を踏まえ、玄関口としてふさわしい良好な広告景観形成を

推進する。 
 

［ＩＣ周辺地区の基準（抜粋）］ 

項目 広告景観形成基準 

建植広告等 １ 高さは５ｍを標準とする。 

２ 案内誘導広告が複数掲出される場合は集合化を図る。 

 

○静岡市 

東静岡駅周辺広告景観整備地区（令和2年4月1日指定） 
 

［基本方針］ 

現在の景観の維持を図りつつ、より良好な都市景観を創出することを目的とする。 
 

［整備基準（抜粋）］ 

広告物の種類 道路境界線から壁面線の範囲内に設置する以外のもの 

野立て看板 １ 高さは10ｍ以下であること 

２ 表示面積は、１面20㎡以内とし、その合計は40㎡以内であること 

３ 地中に基礎を設けた堅牢なものであること 

４ 相互間の距離は、５ｍ以上であること 
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６.今後の許可基準のあり方について 
 

広告物等景観保全地区（神戸市屋外広告物条例第８条） 

 

神戸市屋外広告物条例 

（広告物等景観保全地区） 

第８条 市長は，本市の区域のうち良好な景観を保全し，及び形成するために広告物等を当

該区域の特性に応じたものとする必要があると認められる区域を広告物等景観保全地区と

して指定することができる。 

２ 市長は，広告物等景観保全地区を指定しようとするときは，当該地区における広告物の

表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとす

る。 

３ 基本方針には，次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本構想 

(2) 広告物等の位置，形状，面積，色彩，意匠その他表示の方法に関する事項 

４ 市長は，基本方針を定めたときは，速やかに，これを公表しなければならない。 

５ 市長は，広告物等景観保全地区を指定したときは，その旨を公告する。 

６ 広告物等景観保全地区(第２条各号に掲げる地域又は場所に限る。)内において，広告物

を表示し，又は掲出物件を設置しようとする者は，規則で定めるところにより，市長に届

け出なければならない。 

 

 
 
 

７．今後の予定 

 

・第２回 屋外広告物審議会 

 開催時期 令和５年１月（予定） 

 審議内容 広告物等景観保全地区（案） 

 

・第３回 屋外広告物審議会 

 開催時期 令和５年２月 （予定） 

 審議内容 広告物等景観保全地区（案） 

 

・パブリックコメント（市民意見公募） 

 実施時期 令和５年５月～６月（予定） 
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（ 別紙１ ）
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政令指定都市　屋外広告物（非自家用地上広告物）の許可基準

神戸市 札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 横浜市 川崎市 相模原市 新潟市 静岡市

住居系地域
(市街化調整区域
含む)

市街化調整区域
（案内誘導広告）

市街化調整区域
（案内誘導広告）

市街化調整区域 第１種・２種低住
専以外の地域

市街化調整区域他 市街化区域
市街化調整区域

沿道系許可地域
(市街化調整区域
含む)

市街化区域
市街化調整区域

近商・商業地域以
外の地域

10㎡
3.5㎡

（合計７㎡）
５㎡

（合計10㎡）
６㎡

30㎡
（合計120㎡）

25㎡
100㎡

（合計）
30㎡

（合計）
30㎡

30㎡
（合計）

広告塔１面30㎡

10ｍ ６ｍ ５ｍ 10ｍ 15ｍ 10ｍ 30ｍ 10ｍ ６ｍ
５ｍ

広告塔15ｍ

同一敷地 － － － － ５ｍ
１ｍ

（水平距離）
－ － － －

同一施設を誘導
先とする場合

１km 500ｍ

－ － － － － － － － － －

有無 － あり あり － － － － － あり －

基準
高さ6ｍ以下
面積7㎡以下

単独：５㎡以下
複数：10㎡以下

高さ３ｍ以下
面積２㎡以内

浜松市 名古屋市 京都市 大阪市 堺市 岡山市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市 政令市(まとめ)

近商・商業地域以
外の地域

住居系地域
(市街化調整区域
含む)

沿道型第６種地域 住居系地域
(重点届出区域以
外)

住居系地域
(市街化調整区域
含む)

第１種・２種低住
専以外の地域

家屋連たん区域
(半径150ｍ内に10
戸以上)以外の区
域

すべての地域 住居系地域 住居系地域
(市街化調整区域
含む)

30㎡
（合計）

広告塔１面30㎡

50㎡
（合計）

一本支柱型８㎡
広告塔10㎡

-
10㎡

（合計20㎡）
25㎡

（合計50㎡）
30㎡ 50㎡ 20㎡

20㎡
（高さ５ｍ超15

㎡）

3.5㎡ 　１市
5㎡　 １市
6㎡ 　１市

10㎡ 　３市
20㎡　 ２市
25㎡　 ２市
30㎡ 　６市
50㎡　 ２市

100㎡   １市
規制なし １市

５ｍ
広告塔15ｍ

10ｍ
一本支柱型10ｍ

広告塔６ｍ
５ｍ

広告塔10ｍ
４ｍ 10ｍ

６ｍ
広告塔10ｍ

10ｍ
広告塔30ｍ

10ｍ 13ｍ
４ｍ～30ｍ

(平均15.8ｍ)

同一敷地 － － － － － ５ｍ － － － －
あり　 　３市
　１ｍ　 １市
　５ｍ 　２市

同一施設を誘導
先とする場合

－ － － － － － － － － － －

有無 あり － － － －

あり
(当該店舗が主要な道
路に接していない場合

に限る)

－ － － － あり　 　５市

基準
高さ５ｍ以下
面積５㎡以内

高さ３ｍ以下
面積２㎡以内

都市名

最大高さ

信号機からの距離

最大面積（１面）

都市名

案内誘導
看板の規
定

案内誘導
看板の規
定

相互間距離

相互間距離

最大面積（１面）

最大高さ

信号機からの距離

適用地域

適用地域

（ 別紙２ ）
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県内自治体　屋外広告物（非自家用地上広告物）の許可基準

神戸市（住居系地域） 兵庫県 尼崎 姫路 芦屋 西宮 明石 豊岡 丹波篠山

10㎡

①広告板:１方向10㎡
　　　　 （計20㎡）
②広告塔:２方向15㎡
　　　　 （計30㎡)

県同様 県同様
第１種・２種低住
専以外の地域

県同様 県同様
沿道系許可地域
(市街化調整区域
含)

１方向10㎡
  （計20㎡）

10ｍ
①広告板：５ｍ
②広告塔：10ｍ

県同様 ５ｍ ５ｍ 県同様 県同様 県同様 ５ｍ

－ ５ｍ 県同様 県同様 県同様 県同様 県同様 県同様 県同様

５ｍ 県同様
５m以上(案内図板
を除く）

－ 県同様 県同様 県同様 県同様

－ － － － ２基以下 ２基以下 － － －

－
彩度10以上の色数は
２色以下

県同様
彩度10以上の色数
は２色以下(案内
図板を除く）

【禁止色】
各色相で彩度が最
も高い色、明度９
以上の無彩色は禁
止
【アクセント色】
Y・YR・Rで彩度12
以上は1/30の表示
面積まで
【規制色】
全色相で彩度10以
上は２色までかつ
1/5の表示面積ま
で
色の組み合わせに
配慮

県同様 県同様 県同様
規制色２色まで
（15㎡以上/枚は
面積比50%以下）

有無 － あり あり あり あり あり あり あり あり

(基準)

高さ

長さ ２m以下 県同様 県同様 ー 県同様 県同様 県同様 －

面積

１方向の表示面
①２㎡以下
②集合看板は1方向合計
８㎡以下、１施設あた
り１方向１㎡以下

県同様 県同様 県同様 ２㎡以下 県同様 県同様
１方向10㎡
 （計20㎡以下）

色彩

最大面積（１面）

都市名

最大高さ

相互間距離

信号機からの距離

１敷地あたりの数量

案内誘導
看板の規
定

３ｍ以下
（特にやむを得な
い場合、集合看板
は５ｍ以下）

３ｍ以下
（特にやむを得な
い場合、集合看板
は５ｍ以下）

５ｍ以下
３ｍ以下
（特にやむを得ない
場合５ｍ以下）

県同様

３ｍ以下
（特にやむを得な
い場合、集合看板
は５ｍ以下）

３ｍ以下
（特にやむを得な
い場合、集合看板
は５ｍ以下）

３ｍ以下

（ 別紙３ ）
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インターチェンジ周辺地区広告景観形成基準 インターチェンジ周辺地区広告景観モデル地区の指定区域

□問い合わせ先□

〒671-2593
兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6
宍粟市役所　建設部　都市整備課
ＴＥＬ　0790-63-3000（代表）
ＦＡＸ　0790-62-9939

（ 別紙４ ）
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＜兵庫県屋外広告物の規制内容 （兵庫県屋外広告物条例しおり抜粋）＞ 
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※野立広告物の 

基準に適合して 

いること 
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